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はじめに 

　昨今、多様な性のあり方を理解し、平等な社会参画を目指す動きが高
まっている。その一環として、ＬＧＢＴをはじめとする性的マイノリティ
（以下ＬＧＢＴ）に配慮した施策に取り組む自治体が増えてきた。平成
30年には、指定都市市長会が内閣府に対して、「性的少数者に関わる窓
口の一元化及びパートナーシップ制度を含めた取組の強化に関する指定
市長会要請」を行い、「国として、性の多様性を認め合う社会の実現に
向けて、先行自治体の取組例や意見等を踏まえ、性的少数者への理解促
進や取組の強化に関する取組方針を示すこと」を要望した。しかしなが
ら多くの首長、議会、そして自治体にとり、この問題に取り組むことは
初めての試みであるが多く、どのような課題があり、それに対してどんな
施策が可能か、不明確な事が多い。そこで今回、基礎自治体向けの施策
集を作り、自治体の首長、議会、そして政策担当者に取り組みを具体的
に例示し、要望することにした。各地でこの課題に取り組む有志が集ま
り、施策項目を書きだした。またＬＬＡＮ(ＬＧＢＴとアライのための法
律家ネットワーク）の協力を得て、実際の事例の収集を行い、優れた事
例をベストプラクティスとして例示した。 

　今回の有志による施策検討会は数回の会議を重ね、施策項目をリスト
化した。また事前に複数の団体・個人にそれぞれの項目について確認を
お願いした。年末の忙しい時期に、貴重な時間を割いて頂いたことを心
から感謝申し上げたい。しかし、当然であるが全ての領域をカバー出来
ていない。今回は２０１９年４月に統一地方選挙があり、多くの地域で
この課題を選挙中に取り上げてもらいたいとの意図から、現段階で広く
公開することを優先した。より広く政策を網羅することに関しては、今
後の課題としたい。また今回は時間的制約から基礎自治体を念頭におい
た政策集を作成したが、広域自治体である都道府県でも利用できる項目
があり、広く活用されることを想定している。 
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　全国各地で、未だ無理解や差別に苦しむ当事者や関係者を一人でも減
らしていきたいとの思いからこのプロジェクトは始まった。多くの自治
体関係者の手に渡り、一部の項目でも出来るだけ早く実現することを心
から願っている。 

　施策検討会メンバー 

　　生島　嗣（ＮＰＯ法人ぷれいす東京代表） 

　　小浜　耕治 （東北ＨＩＶコミュニケーションズ代表・レインボーア
ドボケイツ東北代表） 

　　杉山　文野（ＮＰＯ法人東京レインボープライド共同代表理事） 

鈴木　賢（明治大学教授） 

谷口　洋幸（金沢大学准教授） 

長谷川　博史（ＮＰＯ法人ＨＩＶ陽性者ネットワーク・ジャンププラ
ス） 

　　藤田　博美（ＰＲＯＵＤ代表） 

村木　真紀（特例認定ＮＰＯ法人虹色ダイバーシティ代表） 

　　森　あい（弁護士） 

　　柳沢　正和（国際ＮＧＯヒューマン・ライツ・ウォッチ東京委員会　
ヴァイスチェア） 

事例集作成メンバー 

　ＬＬＡＮ  (ＮＰＯ法人ＬＧＢＴとアライのための法律家ネットワーク） 

　　藤田　直介（共同代表） 
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用語について 

　ＬＧＢＴ：Ｌはレズビアン（女性同性愛者）、Ｇはゲイ（男性同性愛
者）、Ｂはバイセクシュアル（両性愛者）、Ｔはトランスジェンダー（性
別越境者）の総称がＬＧＢＴであるが、ここでは狭義のＬＧＢＴ以外の
性的マイノリティも広く含む概念として使用する。 

ＳＯＧＩＥ：ＳＯは性的指向（ＳＥＸＵＡＬ　ＯＲＩＥＮＴＡＴＩＯ
Ｎ）、ＧＩは性自認（ＧＥＮＤＥＲ　ＩＤＥＮＴＩＴＹ）、Ｅはジェンダー
表現（ＧＥＮＤＥＲ　ＥＸＰＲＥＳＳＩＯＮ）を示す。誰にでもある、
性的指向・性自認・ジェンダー表現を示す言葉で、ＬＧＢＴをはじめとす
る性的マイノリティーを言い換える言葉ではない。 
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１、全体的な取り組み 

  LGBT自治体施策提言集



  2019年2月

総合 施策 背景 参考事例

1.1 自治体としてLGBT

への配慮や支援を行う
ことの宣言

LGBT等の性的マイノ
リティ（性的指向、性
自認、ジェンダー表現
に関するマイノリテ
ィ。以下LGBTと表記
する）も住みやすい自
治体であることを、首
長、議会、または双方
が宣言し、広く公表し
て欲しい。

特に地方では、LGBT
の存在も、それを支援
している人の存在も見
えにくいため、困難に
陥った時も、行政に相
談しにくい状況であ
る。この地域では生き
ていけないと思いつ
め、都市部や海外に移
住してしまう人もい
る。LGBTも生きてい
ける地域であること
を、行政として明確に
宣言することで、
LGBTの相談を聞き、
要望をひろうことがで
きるようになる。

那覇市　性の多様性を
尊重する都市・なは」
宣言（レインボーなは
宣言http://
www.city.naha.okinawa.j
p/kakuka/heiwadanjyo/
center/
rainbownahadeclaration2
0150715.html）、大阪
市「淀川区LGBT支援
宣言」(http://
www.city.osaka.lg.jp/
yodogawa/category/
3265-1-0-0-0-0-0-0-0-0.h
tml)

1.2 性的指向、性自
認、ジェンダー表現を
理由とした差別の解消
を目的とした条例の策
定

性的指向、性自認、ジ
ェンダー表現（以下、
SOGIEと表記する）に
関する差別の禁止、
LGBTも住みやすい地
域づくりについて、条
例で明文化して欲し
い。

LGBTは地域の中で差
別的言動、差別的取り
扱いを受けることが多
く、その是正のため
に、広範囲で様々な取
り組みが求められる。
自治体の包括的な取り
組みの根拠となる条例
を制定して欲しい。

文京区　男女共同参画
推進条例へ性的指向、
性自認に 基づく差別と
人権侵害禁止を盛り込
む（https://
www.city.bunkyo.lg.jp/
kusejoho/jinken/danjo/
suisinkeikakutou/
jyourei.html） 
東京都多摩市　女と男
の平等参画を推進する
条例（http://
www.city.tama.lg.jp/
cmsfiles/contents/
0000004/4265/byoudou-
sankaku-jourei.pdf）
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1.3 LGBTに関する基本
計画等の策定

SOGIEを理由とする差
別の禁止、LGBTも住
みやすい地域づくりを
地域の基本計画（マス
タープラン）、または
個別の事業領域におけ
る基本計画（行動計
画）に組み込んで欲し
い。

SOGIEを理由とする差
別の禁止、LGBTも住
みやすい地域づくりの
ためには、窓口対応、
啓発、教育、福祉、統
計など、多くの部門に
わたる長期的な取り組
みが求められることか
ら、地域の基本計画上
への位置付けが必要で
ある。また、男女共同
参画など、各部門の長
期計画見直しの際に
も、LGBTも住みやす
い地域づくりの視点を
入れて欲しい。

千葉市　ちば男女共同
参画基本計画・第４次
ハーモニープラン
（http://
www.city.chiba.jp/
shimin/seikatsubunka/
danjo/
4thharmonyplan.html）

1.4 行政書類上の性別
欄の見直し

行政書類における性別
記載欄について、不要
な個人情報の取得や記
載はしないという観点
から、定期的に見直し
を行って欲しい。

行政書類に性別記載欄
があることで、精神的
な苦痛を感じたり、行
政サービスを受けるこ
とにためらいを感じた
りする人がいる。印鑑
証明書や行政施設利用
申請書など、不必要な
性別記載欄は廃止して
欲しい。また、法令や
統計上の理由などで、
性別記載欄が必要な場
合は、女性・男性だけ
ではない選択肢を設け
ること、記載を必須と
しないことなどの仕組
みづくりを行って欲し
い。また、新規の手続
きができた時等に漏れ
が生じる恐れがあるた
め、性別記載欄の見直
しは定期的に実施して
欲しい。

公文書における性別記
載を原則廃止　(日高市
http://
www.city.hidaka.lg.jp/
material/files/group/
5/42112664.pdf)

総合 施策 背景 参考事例
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1.5 LGBT施策に関する
庁内連携と役割分担

LGBT施策に関する庁
内の主担当部局と、各
部局の役割分担を明確
にして、市民に周知し
て欲しい。

LGBT施策は担当部局
が不明だったり、人権
推進課、ダイバーシテ
ィ推進課、男女共同参
画課などがバラバラに
担っていたりすること
があり、LGBT当事者
や家族などの周囲の方
が、相談しにくく、た
らい回しにされてしま
う状況である。行政サ
ービスへのアクセスを
保証するため、主担当
部局、各部局の役割分
担を明らかにし、ホー
ムページや広報誌など
で市民に周知して欲し
い。

福岡市のリーフレット　
http://
www.city.fukuoka.lg.jp/
data/open/cnt/3/62972/1/
lgbtkisochishiki_2_2.pdf?
20180420100030 
伊賀市　https://
www.city.iga.lg.jp/
cmsfiles/contents/
0000003/3986/1-3_15.pdf

総合 施策 背景 参考事例
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1.6 LGBT施策への当事
者の参画

LGBT当事者であり、
LGBT支援事業に関心
のある職員がいる場合
は、配置、活用を検討
して欲しい。LGBT施
策に関する部署で新規
採用を行う場合は、
LGBT当事者や有識者
の雇用を検討して欲し
い。また、地元LGBT
支援団体のスタッフの
審議員やアドバイザー
等への任用も検討して
ほしい。

LGBT当事者で求職時
困難を抱える当事者が
多く存在し、一方で、
要支援者のLGBTの中
には同じ当事者に話を
聞いて欲しいというニ
ーズもあることから、
LGBT当事者の雇用を
検討して欲しい。また
地方の人材不足の状況
により、当事者が直接
職員として関与するの
は難しい場合がある。
地域の状況に合わせ、
地元の当事者団体・支
援団体、先進地域の当
事者団体・支援団体と
連携し、審議委員やア
ドバイザーといった公
式な位置づけで報酬を
伴うポストに当事者・
支援者を登用して欲し
い。

渋谷区 (LGBT当事者の
渋谷区課長はアパレル
から転身 「過渡期だか
らこそ、できることが
ある」https://
www.huffingtonpost.jp/
2016/12/31/ryutaro-
nagata-
shibuya_n_13905586.htm
l) 

文京区　審議会委
員　、鎌倉市　共生条
例制定時　審議会委
員、川崎市子ども権利
委員会　委員枠

総合 施策 背景 参考事例
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1.7 自治体職員を対象
としたSOGIE、LGBT

に関する研修

SOGIE、LGBTに関す
る基本的知識や社会的
課題を、自治体職員が
学ぶ機会をつくって欲
しい。また、その際に
は、地元LGBT支援団
体との連携を図るため
の仕組みを導入してほ
しい。

日本の学校教育、職業
教育では、LGBTや
SOGIEについてしっか
り学ぶカリキュラムが
ほとんどないため、適
切な支援を行うために
も、研修やeラーニン
グ、冊子や書籍などを
活用して、職員が学ぶ
機会をつくって欲し
い。特に中途採用も含
む、新人研修では必ず
必須項目として導入し
て欲しい。また、現場
には正職員の他、期間
雇用、派遣、業務委託
先、アルバイトなど、
様々な働き方をしてい
る人がいるが、働き方
に関わらず、学ぶ機会
を確保するよう努めて
欲しい。講師選定の際
には、地元LGBT団体
についても活動の状況
を確認し、候補として
検討して欲しい。他地
域から先進的な取り組
みを行う講師を招聘す
る際には、地元団体と
の繋がりづくりの機会
となるよう、声がけを
し、地元団体・支援団
体と連携し継続的な研
修を行なって欲しい。

ガイドラインの策定
（千葉市　http://
www.city.chiba.jp/
shimin/seikatsubunka/
danjo/documents/
lgbtguideline.pdf)

総合 施策 背景 参考事例

  LGBT自治体施策提言集

http://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/danjo/documents/lgbtguideline.pdf


  2019年2月

1.8 購買先、業務委託
先の差別的取り扱いの
防止

物品購買先、業務委託
先に対して、SOGIEに
関する差別的取り扱い
をしないよう、契約時
の仕様書等に明記して
欲しい。SOGIE、
LGBTに関する物品購
買先、業務委託先への
研修機会を設けて欲し
い。また、悪質な違反
があると認められる事
業所に対しては、行政
指導を行って欲しい。

物品購買先、業務委託
先も、市民からみれば
行政の仕事を担う存在
であり、差別的取り扱
いをしない事業者を選
定する必要がある。ま
た、差別的取り扱いの
防止のため、SOGIE、
LGBTに関する事業者
への研修機会を、行政
が設けることも検討し
て欲しい。また、もし
差別的取り扱いがあれ
ば、指導、助言、勧
告、事業者名の公表な
どの行政指導をするこ
とができるよう、条
例、規則、要項等を整
備し、体制を整える必
要がある。

渋谷区（条例で行政指
導について明記 https://
www.city.shibuya.tokyo.j
p/assets/detail/files/
kusei_jorei_jorei_pdf_da
njo_tayosei.pdf）

1.9 採用におけるLGBT

への配慮
職員の採用において、
LGBTであることが不
利にならないような仕
組みをつくって欲し
い。正規職員のみなら
ず、非常勤職員、臨時
職員、審議会委員、イ
ンターンなどについて
も同様に対応して欲し
い。

厚生労働省の公正採用
における冊子にも
「LGBTであることが
不利にならないよう
に」と明記されている
が、自治体の採用活動
においても同様に対応
して欲しい。具体的に
は、採用関係の提出書
類の性別記載欄等の見
直し、面接時の服装へ
の配慮、面接担当者へ
の教育等を検討して欲
しい。

LGBTなどの性的マイ
ノリティサポートハン
ドブック（熊本市 
http://
www.city.kumamoto.jp/
hpkiji/pub/detail.aspx?
c_id=5&id=21286）

総合 施策 背景 参考事例
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1.10 トランスジェンタ
ーの職員への対応

職員の職場での性別の
取り扱いに関して、ト
ランスジェンダー等の
職員から申し出があれ
ば、戸籍や証明書上の
性別や氏名によらず、
本人の希望に沿って、
対応してほしい。（通
称名の使用、メールア
ドレスの変更、トイレ
や更衣室、制服の対応
など）

職場での性別が自認す
る性別と違うと、大き
なストレスになり、心
理的負荷が高くなると
いう調査結果もある。
職員の当事者のニーズ
に対応することは、住
民へのより適切な対応
に繋がる可能性もあ
り、前向きに対応して
ほしい。

性自認が非典型である
職員等が、戸籍上の性
別以外の施設(トイレや
更衣室)の使用を希望す
る申し出があった場
合、他の利用者への配
慮との均衡を視野に入
れながら必要な調整や
話し合いを行います。
（千葉市　https://
www.city.chiba.jp/
shimin/seikatsubunka/
danjo/documents/
lgbtguideline.pdf）

1.11 同性パートナーが
いる職員への人事規則
における対応

同性パートナーがいる
職員について、休暇や
手当等の待遇面で、異
性パートナーの場合と
比較して不利にならな
いよう、人事上の規則
の見直しを行ってほし
い。また、規則の運用
に関しても、プライバ
シーに配慮した運用に
なるよう、検討してほ
しい。

配偶者や家族に関する
休暇や手当について、
異性のパートナーがい
る場合と同性のパート
ナーがいる場合で大き
な格差が生じている。
その格差の是正のた
め、配偶者や家族に関
連する条例や規則を見
直し、結婚休暇や育
児・介護休暇、家族に
関する手当等を、同性
パートナーをもつ職員
にも適用範囲を広げる
よう検討してほしい。
なお、申し出にあたっ
ては、生計同一の確認
など、必要な要件を例
示し、また、承認経路
を必要最低限とする
等、当事者がプライバ
シーを確保しつつ利用
できるよう、運用にも
配慮して制度設計をし
てほしい。

千葉市(福利厚生等　ペ
ージ11https://
www.city.chiba.jp/
shimin/seikatsubunka/
danjo/documents/
lgbtguideline.pdf)

総合 施策 背景 参考事例
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https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/danjo/documents/lgbtguideline.pdf
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1.12 同性パートナーが
いる職員への職員互助
会における対応

同性パートナーがいる
職員について、結婚祝
い金、病気見舞金等の
面で、異性パートナー
の場合と比較して不利
にならないよう、互助
会制度の見直しを後押
しして欲しい。また、
制度の運用に関して
も、プライバシーに配
慮した運用になるよ
う、検討してほしい。

職員互助会の制度も人
事規則と同様に、異性
のパートナーがいる場
合と同性のパートナー
がいる場合の格差の是
正が必要である。

関市(https://
www.city.seki.lg.jp/
cmsfiles/contents/
0000011/11477/65.p
df)

1.13 SOGIEに関するハ
ラスメント禁止につい
て、規定への明記

SOGIEに関するハラス
メント禁止について、
関連する規定への明記
を行って欲しい。

国家公務員向けには、
性的指向若しくは性自
認に関する偏見に基づ
く言動が人事院規則
10−10（セクシュアル・
ハラスメントの防止
等）に明記されてお
り、地方公務員におい
てもハラスメントから
職員を守るよう、規定
への明記が必要であ
る。 

文京区（「性的指向・
性自認に関するハラス
メントの防止体制を構
築し、防止規定等の整
備を行う」ページ21 
https://
www.city.seki.lg.jp/
cmsfiles/contents/
0000011/11477/65.pdf)

総合 施策 背景 参考事例

  LGBT自治体施策提言集

https://www.city.seki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000011/11477/65.pdf
https://www.city.seki.lg.jp/cmsfiles/contents/0000011/11477/65.pdf
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1.14 職員用トイレや更
衣室についてのトラン
スジェンダーへの配慮

職員用のトイレや更衣
室などの設備の新設、
更新の際に、男女共用
で使える施設の設置、
または増設を検討して
ほしい。また、既存の
職員用施設の中で、男
女共用にできる場所が
あれば、表示を男女共
用に変更して共用で使
用できるよう運用で対
応してほしい。男女別
施設しかないフロアが
あれば、近隣の男女共
用設備がどこにあるか
を明示するようにして
ほしい。また、職員の
申し出に従い、望む性
別の施設を使用できる
よう、対応してほし
い。

特にトランスジェンダ
ーの職員が、男女別の
トイレが使いにくいこ
とが課題になってい
る。職場でトイレが使
いにくいと、仕事に集
中することが難しい。
更衣室などもトイレ同
様、業務によっては仕
事上欠かせない施設で
ある。職員向けの設備
におけるトランスジェ
ンダー対応を進めてほ
しい。 

渋谷区トイレ基本方針 
(https://
www.city.shibuya.tokyo.j
p/kusei/shisaku/
ku_keikaku/
toire_2018.html) 

1.15 窓口対応ハンドブ
ックの整備

行政窓口での本人確認
等の対応に関して、配
慮すべき点をまとめ、
担当者への教育を行っ
てほしい。また、対応
ハンドブックを作成
し、住民にも共有、周
知してほしい。

窓口において、書類上
の性別と本人の外見等
の性別が合わない場合
に、しつこく確認され
て不快な思いをした
り、本名を大きな声で
確認されて周囲の人の
目が気になったりする
事例がある。窓口で望
まない対応をされるの
ではないか、という恐
怖が、行政のサービス
から当事者を遠ざけて
しまうことにも繋が
り、職員に対して適切
な対応を教育するこ
と、それを周知するこ
とが必要である。

京都市(http://
www.city.kyoto.lg.jp/
bunshi/cmsfiles/
contents/
0000244/244043/
tebiki2.pdf)

総合 施策 背景 参考事例

  LGBT自治体施策提言集

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/ku_keikaku/toire_2018.html
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/cmsfiles/contents/0000244/244043/tebiki2.pdf
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1.16 専門的な窓口の紹
介

相談事業に関して、
LGBT支援の民間団体
や、LGBT支援が可能
な既存の相談事業など
を行うと支援団体と連
携し、専門的な相談内
容にも対応できる体制
を整えてほしい。

LGBTに関する専門的
な相談に関しては、行
政の窓口担当者だけで
対応できない場合もあ
るため、LGBT支援の
民間団体と連携し、必
要に応じて紹介できる
体制を整える必要があ
る。

浦安市(http://
www.city.urayasu.lg.jp/
todokede/danjo/soudan/
1001386.html)

総合 施策 背景 参考事例

  LGBT自治体施策提言集

http://www.city.urayasu.lg.jp/todokede/danjo/soudan/1001386.html
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1.17 ＬＧＢＴ等専門相
談窓口

電話、対面による専門
相談の実施、居場所作
りなど、ＬＧＢＴ等が
アクセスできる窓口を
設置して欲しい。これ
らを担当する人材を育
成し、さらに他の相談
窓口へのつなぎなどが
できるようファシリテ
ーター研修を行って欲
しい。

既存の相談窓口では、
性的指向・性自認につ
いて対応できない現状
で、LGBT等の当事者
もどこへ相談できるか
がわからない。公的な
専門相談を設け、広報
紙などで存在を広く知
らせることで、孤立し
たLGBT等の当事者が
社会資源に繋がるきっ
かけを作ることができ
る。 
専門相談では性的指
向・性自認の知識や生
育歴の中での気づき、
怖れ、自己開示等の特
性について対応できる
ようにするとともに、
他の相談窓口への繋ぎ
や、性的指向・性自認
に関する情報提供を行
うことが求められる。
専門相談だけで完結せ
ず、社会的な繋がりを
継続して維持できるよ
うな体制が必要であ
る。 
これらについての研修
を、当事者団体と連携
して行い、相談支援で
も互いに紹介しあえる
体制を構築して欲し
い。

横浜市市民局(http://
www.city.yokohama.lg.jp
/shimin/jinken/
seitekisyoususyasien/) 

総合 施策 背景 参考事例

  LGBT自治体施策提言集

http://www.city.yokohama.lg.jp/shimin/jinken/seitekisyoususyasien/
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1.18 貸室の対応 一般向けの施設を運営
する担当者に、LGBT
に関する教育を行い、
差別的取り扱いのない
よう、またアウティン
グなどがないよう徹底
して欲しい。

LGBTの自助グループ
が青少年向けの施設利
用を断られたことが行
政訴訟になり、行政側
が敗訴した事例があ
る。施設を運営にあた
り、差別的取り扱いの
ないよう徹底する必要
がある。

豊島区 (区民に貸室業
務を行っている公共施
設は、利用者の性自
認・性的指向のみを 理
由に利用の可否を判断
しない。また、施設の
利用目的が多様な性自
認・性的 指向に関する
場合(多様な性自認・性
的指向についての講座
や勉強会、研修の 開催
等)も、その利用目的の
みを理由に利用の可否
を判断しない。 
http://
www.city.toshima.lg.jp/
049/kuse/danjo/
documents/
lgbtshishin.pdf)

1. 19 選挙 選挙事務従事者に、見
た目の性別と戸籍性が
異なる者がいることを
周知し、本人確認上の
配慮（性別による本人
確認を行わない等）を
徹底して欲しい。ま
た、選挙の投票所入場
券等の性別欄や期日前
投票宣誓書等の性別記
入欄をなくして欲し
い。

見た目の性別と、戸籍
性に基づく選挙人名簿
の性別が異なること
で、本人確認時にトラ
ブルになることがあ
る。それにより、トラ
ンスジェンダー等の当
事者が選挙権の行使を
ためらってしまうこと
もある。性別ごとの集
計が必要な場合には、
台帳と照合するなど本
人確認とは切り離して
行うようにして欲し
い。

別府市（http://
www.city.hofu.yamaguch
i.jp/soshiki/4/
fukushi-201802.html）

総合 施策 背景 参考事例

  LGBT自治体施策提言集

http://www.city.toshima.lg.jp/049/kuse/danjo/documents/lgbtshishin.pdf
http://www.city.hofu.yamaguchi.jp/soshiki/4/fukushi-201802.html
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1. 20 同性カップルにつ
いての多文化共生

地域で生活する外国籍
の同性婚カップルにつ
いて、日本の状況との
差異があることについ
て、地域住民への啓発
を行って欲しい。

外国籍同士の同性婚カ
ップルについて、日本
の法律婚に準じた扱い
として尊重するよう、
地域住民に周知する必
要がある。また、一方
が日本国籍の場合は、
外国籍の同性配偶者に
配偶者ビザも特定活動
ビザも出ないという問
題があるが、現在、外
務大臣が改善を図る必
要があると答弁がされ
ている。LGBTである
ことが犯罪や宗教上の
罪とされる国があるこ
とも考慮して、トラブ
ルにならないよう、地
域住民への啓発が重要
である。

総合 施策 背景 参考事例

  LGBT自治体施策提言集
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２、まちづくり、環境、防災 

  LGBT自治体施策提言集
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まちづくり・産業振
興・環境

施策 背景 参考事例

2.1 採用や職場環境に
関する事業者への啓発

採用や職場環境に関
し、SOGIEによる差別
がなされないよう、行
政から事業者に対し、
ガイドブックの作成、
研修会の開催等によ
り、積極的に啓発を行
って欲しい。

2014年7月1日施行の男
女雇用機会均等法施行
規則の改正等では、職
場におけるセクシュア
ルハラスメントは異性
に対するものだけでは
なく同性に対するもの
も含み、相手の性的指
向または性自認に関わ
らずセクハラに該当す
ると明文化されてい
る。さらに、いわゆる
セクハラ指針（平成11
年訓令代4号、2017年1
月1日）において、性的
な言動には、性的指向
もしくは性自認を理由
とする差別もしくは偏
見に基づく言動を含む
とされている。さら
に、厚労省作成の事業
者向け啓発パンフレッ
ト「公正な採用選考を
目指して」において
も、「労働分野におけ
る主な人権問題」の1つ
として、「募集・採用
又は採用後の労務管理
における、…性的指
向・性自認（LGBT等の
性的マイノリティ）な
どによる差別的扱い」
があげられている。し
かしながら、特にトラ
ンスジェンダーの内定
取消等、採用や職場環
境に関し、SOGIEによ
る差別の例は後を絶た
ない。行政がリーダー
シップをとり、この状
況を変えて欲しい。

大阪市(事業者等向けハ
ンドブック「多様な性
のあり方を理解し認め
合うためのガイドブッ
ク」http://
www.city.osaka.lg.jp/
hodoshiryo/shimin/
0000449895.html) 

  LGBT自治体施策提言集

http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/shimin/0000449895.html
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2.2 受託事業者に対す
る啓発及び契約書への
差別禁止の明記

受託事業者に対する
SOGIEを理由とした差
別的扱いを行わない旨
の啓発、及び、契約書
への差別禁止の明記を
行って欲しい。

オリンピック憲章の調
達コードでも、受託事
業者に対する性的指向
を理由とした差別的扱
いを行なわい原則を挙
げられているが、住民
の多くが委託事業のサ
ービスを受ける機会が
あり、差別的な扱いが
起きないよう、委託者
が予め防止する措置を
とることが有効であ
る。

文京区（東京都文京
区、事業者向け契約書
に添える仕様書に性的
少数者への差別禁止を
明記※標準契約約款
https://
wp.shojihomu.co.jp/
archives/8475）

2.3 医師会に対する要
請及び啓発

医師会に対し、
SOGIE、HIV/AIDSを理
由とした差別的扱いを
行わない旨の確認、及
び、SOGIEに関する研
修、情報提供を行って
欲しい。

特に、トランスジェン
ダーにおいては、法律
上の性別と性自認や社
会生活上の性別が一致
せず、診療をためらう
ケースが見られる。ま
た、医師など医療関係
者にホルモン治療や性
別適合手術への理解が
なく、適切な医療を受
けられるかの不安もあ
る。また、同性パート
ナーが家族扱いされな
いとの問題もある。 
市町村では対応が難し
いところもあるが、少
なくとも医師会に対
し、性的指向、性自認
を理由とした差別的扱
いを行わない旨の要請
及び啓発を行って欲し
い。また医師会との定
期的な意見交換の場な
どでこの課題を取り上
げて欲しい。

横須賀市　(同性パート
ナーの救急搬送時の情
報照会及び市立病院の
手術の同意について
https://
www.city.yokosuka.kana
gawa.jp/2420/
seietkimainoritexi.html)

まちづくり・産業振
興・環境

施策 背景 参考事例

  LGBT自治体施策提言集

https://wp.shojihomu.co.jp/archives/8475
https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2420/seietkimainoritexi.html
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2.4 不動産関係団体に
対する要請及び啓発

不動産関係団体に対
し、SOGIEを理由とし
た差別的扱いを行わな
い旨の確認、及び、研
修、情報提供を行って
欲しい。

法律上の性別と性自認
や社会生活上の性別が
一致しない場合に、本
人確認がスムーズに行
われない、またはその
点に不安があり、住居
を借りづらいとの声が
ある。 
また、法律上同性どう
しのカップルが、住宅
を借りられなかったと
の声もある。 
この点、行政から要請
及び啓発を行い、
SOGIEによる差別が行
われないよう取り組み
を進めて欲しい。

2.5 事業者一般に対す
る啓発

事業者一般 (商工会議
所、青年会議所を含
む）に対し、SOGIEを
理由とした差別的扱い
を行わない旨を要請
し、研修、情報提供を
行って欲しい。

住民は域内事業者から
様々なサービスを受け
る機会があり、上記の
病院、不動産以外に
も、様々な場面で差別
に直面している。一方
事業者何が差別に当た
るか、またSOGIEの基
礎的な知識を得る機会
がないために無意識で
行った行為が当事者の
住み難さを生んでいる
ケースも多い。

札幌市LGBTフレンド
リー指標制度 
http://
www.city.sapporo.jp/
shimin/danjo/lgbt/
sihyo.html 

まちづくり・産業振
興・環境

施策 背景 参考事例

  LGBT自治体施策提言集

http://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/lgbt/sihyo.html
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2.6 観光推進施策への
盛り込み

性的マイノリティの来
訪者も尊重したおもて
なしができるよう、観
光事業者等に研修、情
報提供を行って欲し
い。

2020年の東京オリンピ
ックでは、東京だけで
なく、各地でホストタ
ウンになる自治体があ
る。そして、性的マイ
ノリティを含む多数の
来訪が予想される。そ
の点も踏まえ、性的マ
イノリティの来訪者も
尊重したもてなしがで
きるようにし、観光推
進をはかって欲しい。

福岡県「おもてなしレ
インボーガイドブッ
ク」http://
www.pref.fukuoka.lg.jp/
contents/
omotenashirainbowguide
book.html 

2.7 自治会、町内会、
消防団

自治組織（人権擁護委
員、民生委員、児童民
生委員、社会福祉協議
会、PTAなども含）、
消防団の役員に対し、
SOGIEに関する研修、
情報提供を行って欲し
い。

地域の自治、防災を担
う自治組織や消防団の
方に、LGBTの生活上
の困難や支援に関して
の配慮事項を知ってい
ただく必要がある。

2.8 フェスティバル、祭
事等での啓発

フェスティバル、祭事
等でのSOGIEに関する
啓発の機会を持って欲
しい。

地域住民がSOGIEにつ
いての情報に触れる機
会はまだまだ少ない。
地域ごとのフェスティ
バルや祭事などは、身
近な存在として認識す
るのに良い機会であ
る。SOGIEについてア
ピールできる仕組みを
つくって欲しい。

IDAHO（国際反ホモフ
ォビアの日）の展示を
商店街の祭りでブース
出展したり（弘前）、
カラーりぼんフェスタ
（文京区）、地域のパ
レードにLGBT等のグ
ループが参加したり
（神戸）、パフォーマ
ンスを提供したり（山
形）する例は多い。

まちづくり・産業振
興・環境

施策 背景 参考事例

  LGBT自治体施策提言集

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/omotenashirainbowguidebook.html
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2.9 防災計画 性別による避難所設
備、支援物資配布のあ
り方、ホルモン治療や
抗HIV薬の特徴の理
解、自宅避難者への支
援、仮設住宅への入居
とアウティング対策、
復興公営住宅への入居
要件の見直しを行って
欲しい。また地域防災
計画へのこの課題の書
き込み、避難所の制度
設計、運用においての
LGBT等への配慮を行
う。

自身のセクシュアリテ
ィや同居人を知られな
いよう地域での繋がり
が築けていないことは
少なくない。そのた
め、地域で孤立しやす
い。防災計画策定への
参画、防災組織への参
画がしやすいよう、地
域でのLGBT等への理
解を進める必要があ
る。

NPOによる参考例：に
じいろ防災ガイド（岩
手レインボーネットワ
ーク）　多様な性を生
きる人のための防災ガ
イドブック（性と人権
ネットワークESTO）
https://bosaijapan.jp/
news/性的少数者-災害
時の対応策支援団体ガ
イド作成/

まちづくり・産業振
興・環境

施策 背景 参考事例

  LGBT自治体施策提言集

https://bosaijapan.jp/news/%E6%80%A7%E7%9A%84%E5%B0%91%E6%95%B0%E8%80%85-%E7%81%BD%E5%AE%B3%E6%99%82%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E7%AD%96%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E4%BD%9C%E6%88%90/


  2019年2月

３、保健衛生、医療 

  LGBT自治体施策提言集



  2019年2月

保健衛生、医療 施策 背景 参考資料

3.1 HIV検査の整備 男性と性行為をする男
性（MSM）、トランス
ジェンダーが安心して
HIV検査が受けられる
環境を整備して欲し
い。

感染している人が早期
に治療を開始すること
が予防対策としても重
要であることが、国内
外で確認されている。
毎年1000人を超える
MSMの感染が報告され
ている。特に地方都市
に住む当事者のHIV検
査を受けた割合が低い
ため、エイズ発症で陽
性とわかることが多
い。

エイズ予防指針(後天性
免疫不全症候群に関す
る特定感染症予防指針)
では、HIV検査で早め
に感染を確認し、治療
を開始することの重要
性が強調され、MSMは
個別施策層として位置
付けられている。
(https://www.mhlw.go.jp/
file/06-
Seisakujouhou-10900000
-Kenkoukyoku/
0000186686.pdf)  
 
NGOとの連携によるエ
イズ対策事例集 
(http://api-
net.jfap.or.jp/ngo/pdf/
NGO_renkei_s.pdf )

3.2 行政職員等の支援
者の理解促進

児童、保健、医療、福
祉、介護など行政職員
など支援者のSOGIEへ
の理解を促進して欲し
い。

LGBT等の性的マイノ
リティの自殺率の高さ
は国内外の研究で明ら
かにされている。メン
タル・ヘルスのケアを
含む自殺対策、感染症
対策、幼少期のいじめ
対策のなかに性的少数
者向けの理解を促進
し、支援サービスが利
用しやすくすることが
重要。そのためには、
教育現場と地域支援機
関の連携が重要であ
る。

教職員のための指導の
手引～UPDATE!エイ
ズ・性感染症～」 

(https://
www.gakkohoken.jp/
books/archives/206)
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3.3 医療とターミナル
ケアにおける理解

住民のなかにLGBT等
の性的マイノリティが
存在し、同性パートナ
ーがキーパーソンであ
ることを医療や地域保
健、介護や福祉などの
領域でターミナルケア
に関わる保健師などの
専門職、支援者の認識
を向上させて欲しい。

説明：居住、入院時の
面会、看護などの場面
でも排除されないこと
が望ましい。公立病院
の規約の中に、手術同
意や面会の場面で、患
者本人の申し出に応じ
て同性パートナーも親
族と同様に扱う旨を明
記する。

同性パートナーの救急
搬送時の情報照会及び
市立病院の手術の同意
について 横須賀市　
(http://
www.city.yokosuka.kana
gawa.jp/2420/
seietkimainoritexi.html) 

3.4 医療機関における
理解

医療・保健関連諸機関
において地域住民の性
の多様性を前提とした
体制がどの程度整備さ
れているのかを検証
し、整備をして欲し
い。

例えば、医療機関にお
ける保険証の利用時の
性別取り扱いが「男・
女」二択の場合、戸籍
上の性とは異なる性別
で生きている人々の医
療・保健へのアクセス
を阻害するなど、性別
移行した人々の生物学
的性に起因する疾病の
見逃しにつながる。 
また、様々な行政窓口
などで記入する書類
に、性別欄に「その
他・答えたくない」を
設けるなど「説明が必
要な方はチェックをし
てください」と入れる
など工夫する。また、
通称名での受診や入院
を可能とし、その旨を
広く知らせる。

札幌市　保険証の性別
表記・氏名表記につい
て　(https://
www.city.sapporo.jp/
hoken-iryo/kokuho/
hokensyouseibetuhyouki.
html)

保健衛生、医療 施策 背景 参考資料
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3.5 医療、保健環境の
整備

LGBT等の性的マイノ
リティが安心して受診
できる医療・保健環境
の整備して欲しい。 

医療現場において
LGBT等の性的マイノ
リティが安心してかか
れる、性の健康（性感
染症の検査とその治療
をはじめとして性的少
数者独自の諸問題）に
関わる地域の医療機関
が少ない。各関連職員
のSOGIEにまつわる研
修機会増加を進める必
要がある。

3.6 トランスジェンダー
の医療

ホルモン治療のアクセ
ス向上を図ると同時に
現場におけるインフォ
ームドコンセントを徹
底してほしい。

検診の場面において、
性別違和を持つ当事者
の検査着着用や着替
え、性別の扱いに配慮
する仕組みが必要だ。 
性同一性障害やトラン
スジェンダーに関連す
る医療機関（精神科、
泌尿器科、婦人科等）
を自治体の医療機関検
索サービスに掲載す
る。

3.7 HIVに関する情報の
整備

就学・就労で移住して
くる外国籍住民への情
報提供、HIV検査への
アクセスを改善して欲
しい。

新規に報告されるHIV
感染者のうち、男性と
性行為をする男性
（MSM）の感染が増加
している。多言語で日
本国内のHIV感染の現
状、HIV検査に関する
情報へのアクセスが確
保されていない。

保健衛生、医療 施策 背景 参考資料
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福祉 施策 背景 参考事例

4.1 介護分野における
LGBTの取り扱い

LGBT等が利用者、家
族、介護職員である場
合について、事業者に
研修、情報提供をして
ほしい。

介護施設の部屋割り、
排泄、入浴、同性介護
など利用者の性別によ
る介護サービスを行う
際、特にトランスジェ
ンダーの利用者である
場合に対応が必要とな
る。主たる介護者とな
る者が法律上の家族に
該当しない場合、同居
していない場合など、
LGBT等の家族の場合
には契約時に対象者と
して認識されるかどう
か、プライバシーが十
分に保護されるかなど
の不安が多い。LGBT
等の介護職員について
本人の望む性別等での
取り扱いで、本人の希
望に沿う仕組みが必要
となる。

4.2 高齢者福祉 LGBT等は、高齢でカ
ミングアウトが困難に
なり、特にQOLが低下
し孤立しやすい特性が
あることについて、高
齢者福祉の現場に研
修、情報提供をして欲
しい。

高齢になるとこれまで
の社会的なつながりが
失われ、LGBT等として
の生活が困難になる場
合がある。これまで居
場所であったコミュニ
ティにつながりにくく
なること、カミングア
ウトの困難さ等により
制度利用に積極的にな
れないことなど、特有
の問題が生じる。これ
らを前提とした施策を
考慮する必要がある。
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4.3 児童福祉 児童福祉・社会的養護
の現場でのLGBT等の
特性について研修、情
報提供をして欲しい。

LGBT等の児童につい
ては、不登校になりや
すいこと、虐待や性被
害に遭いやすいなどの
特性がある。不登校の
場合、受容的なフリー
スクールは多い一方、
サポート校は一般の学
校と同様の課題が残る
場合も多い。ＳＯＧＩ
Ｅを理由とする暴力や
ネグレクトが報告され
ており、特に家族との
分離が必要となる。性
虐待・性暴力によって
自身のセクシュアリテ
ィが混乱する場合があ
り配慮が求められる。
社会的養護にLGBT等
が参画できることを周
知し、養護者を幅広く
募集していく必要があ
る。

福祉 施策 背景 参考事例
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4.4 障害者福祉 障害者福祉の現場で
LGBT等に関する研
修、情報提供をして欲
しい。

コミュニケーション特
性のある障害のある場
合、ＳＯＧＩＥに関す
る情報が得にくかった
り、旧来の差別的な表
現が刷新されなかった
りする場合がある。聴
覚障害の場合差別的で
ない手話が必要であ
る。視覚障害の場合そ
もそも性的な情報に触
れることが難しい中、
情報がなく当事者が孤
立しやすい。発達障
害・精神障害・知的障
害の場合、自己覚知の
特性により、セクシュ
アリティが混乱しやす
い場合がある。これら
の特性に配慮し、当事
者の個々のニーズに沿
った対応が必要にな
る。

福祉 施策 背景 参考事例
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4.5 子育て支援 子がLGBT等である場
合、親がLGBT等であ
る場合の配慮につい
て、子育て支援の現場
に情報提供をして欲し
い。

子がLGBT等である場
合に親がLGBT等専門
相談につながりにくく
孤立しやすい。他の親
族との関係が難しくな
る場合もある。親が
LGBT等である場合に
同性パートナー等の血
縁でない養護者に制約
がある。これらに対応
する仕組みが必要とな
る。 
また、子育て支援施
設、保育所、幼稚園な
ど就学前の環境で、性
別に関する決めつけに
より、ＳＯＧＩＥにゆ
らぎのある子どもが混
乱を増大させてしま
う。子ども相互で性の
あり方を受容しあうこ
とを鑑みても、性別に
関する決めつけを行わ
れないよう、徹底する
必要がある。さらに保
護者や子ども自身に
も、ＳＯＧＩＥに関す
る基礎知識や相談窓口
について情報提供をし
て欲しい（母子手帳に
も記載することが望ま
しい）。

福祉 施策 背景 参考事例
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4.6 DV・性暴力被害対
策

LGBT等のDV/性暴力被
害について、支援現場
に研修、情報提供し、
さらに支援グループ間
の連携を強化して欲し
い。また、相談だけで
なく保護を行えるよう
にして欲しい。

同性間DV、トランスジ
ェンダーのDVが想定さ
れておらず、相談機関
が機能しない場合、保
護施設が男性やトラン
スジェンダーに対応で
きていない場合があ
る。結果、被害者が孤
立しやすく、問題解決
に向かいにくい。ま
た、DV/性暴力支援の
情報共有ネットワーク
がある場合、そこに
LGBT等支援のグルー
プも参画し状況を共有
できるようにする必要
がある。

熊本県配偶者等からの
暴力の防止及び被害者
の保護等に関する基本
計画（第４次）（現在
改訂中）

4.7 生活困窮者対策 メンタルヘルスや就労
困難などの背景により
生活困窮に陥りやすい
LGBT等の特性につい
て理解し、研修や情報
提供をしてほしい。

家族の無理解や孤立、
メンタルヘルスの悪
化、就職困難を背景と
して、LGBT等が生活
困窮に陥る場合があ
る。窓口担当者の無理
解を想定して相談機関
につながりにくい。
LGBT等への理解のあ
る精神保健環境は重要
である。 
また、DV対策や福祉施
設と同様に性別による
施設運営のため対応が
難しくなるため、予め
対応を検討しておく必
要がある。

福祉 施策 背景 参考事例
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4.8 自死対策 LGBT等の自死対策に
ついて、厚生労働省自
殺対策大綱の記載に基
づき、自治体基本計画
等に明文化し取り組ん
でほしい。

LGBT等は自死のリス
クが顕著に高い。しか
し、若年者対策やいじ
め対策等の枠組みに隠
され、問題が認識され
ていない場合が多い。
自死遺族支援につい
て、公的には家族とさ
れないために、遺族と
して想定されず支援か
ら取り残される場合が
ある。こうした状況は
民間の調査により徐々
に明らかになってきて
いるが、公的な調査に
ＳＯＧＩＥに関する項
目がなく現状の把握に
限界がある。メンタル
ヘルスや自死の状況に
関して、公的な調査を
行ってほしい。

秋田県自殺対策計画(ペ
ージ31)https://
www.pref.akita.lg.jp/
pages/archive/32769

4.8 地域福祉 民生委員、児童委員等
へのＳＯＧＩＥに関す
る研修、情報提供を行
って欲しい。

様々な福祉施策でのＳ
ＯＧＩＥ対応を地域に
浸透させる必要があ
る。

文京区（民生委員への
職場啓発カードの配
布）

4.9 更生保護 更生保護施設や地域生
活定着支援センターな
ど、更生保護事業に携
わる方にＳＯＧＩＥに
関する研修、情報提供
を行って欲しい。

社会から疎外された
LGBTが犯罪者、加害
者になっているケース
もある。しかし、更生
保護事業に携わる方が
ＳＯＧＩＥに関する知
識を持っていないと、
支援が難しい。

福祉 施策 背景 参考事例
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教育 施策 背景 参考事例

5.1 教職員へのSOGIE

研修
養護教諭を含む全ての
教職員に対して、
SOGIEに関する研修を
必須にしてほしい。

LGBTに関する情報が
増えたことで、自身の
セクシュアリティに気
づく時期も早まり、そ
の分カミングアウトの
時期も早まっている。
それにも関わらず、教
職員のLGBTに関する
知識と理解の不足か
ら、カミングアウトを
受けても適切な対応が
できないないばかり
か、児童生徒を傷つけ
る発言が後をたたな
い。教職員に対する
SOGIE研修を必須にす
ることで多様な性に対
する理解を深める。授
業に限らず学校行事、
進路指導、課外活動、
部活動なども含め教育
現場のあらゆる場面に
おいて適切な対応を行
うためのスキルを身に
つける。

先生が利用する手引書
を作成（宮崎市）
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5.2 児童生徒への
SOGIEに関する人権教
育 

小中学生の早い段階
で、児童生徒に対し
SOGIEに関する人権教
育、いじめ防止教育を
必須にし、図書館や保
健室などにLGBTに関
する書籍を配備して欲
しい。また、児童生徒
向けのリーフレットの
作成、配布を行って欲
しい。 

平成25年に教職員6000
名を対象に行われたア
ンケートでは現場職員
の6割以上がLGBTにつ
いて授業で教える必要
性があると感じている
にも関わらず、2017年3
月に行われた10年に一
度の学習指導要領の改
訂の際にはLGBTに関
する記載は盛り込まれ
なかった。授業で
LGBTに関する正しい
知識を身につけること
は、クラスに必ずいる
当事者の児童生徒を傷
つけないだけではな
く、非当事者の生徒を
いじめの加害者にさせ
ないためにも必須であ
る。また、SOGIEに関
する適切な情報をいつ
でも得られるように保
健室や図書室の資料を
充実させることも有益
である。

宇都宮市、市内の小学
５年生へリーフレット
の配布(http://
www.health-issue.jp/
kyouintyousa201511.pdf) 

倉敷市(http://
www.city.kurashiki.okaya
ma.jp/30449.htm)

教育 施策 背景 参考事例
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5.3 保護者やPTAへの
SOGIE研修

保護者向けの講演会な
ど、LGBTやSOGIEに
関する啓発機会をつく
って欲しい。また、保
護者向けのリーフレッ
トの作成、配布を行っ
て欲しい。 

LGBTの話=性行為の話
という勘違いから、教
育現場でLGBTについ
て触れることに対する
強い抵抗感をもつ保護
者も少なくない。当事
者にとっては一番身近
である親から否定され
ることほど辛いことは
なく、家庭で安心して
過ごせないのは大きな
問題である。LGBTの
話は性行為の話ではな
くアイデンティティの
話であることをしっか
りと伝えることは、
SOGIEに関する教育を
進める教育現場に対し
ての不必要なクレーム
を防ぐことにもつなが
る。

5.4 学校施設・設備な
ど

SOGIEによって困難を
感じる可能性のある、
男女で分かれた施設や
設備の新規設立時の検
討や既存の施設の見直
しをしてほしい。

性別違和を感じている
児童生徒にとっては男
女で二分されるトイレ
や更衣室、制服などは
大きな苦痛となり、自
己肯定感の低下や不登
校に繋がる原因となっ
ている。だれでもトイ
レの設置や制服の選択
肢を増やすことで日々
の生活における苦痛を
軽減することができ
る。また、赤と青な
ど、男女別の色分けを
見直すことも検討して
欲しい。

渋谷区(トイレ環境整備
基本方針 https://
www.city.shibuya.tokyo.j
p/kusei/shisaku/
ku_keikaku/
toire_2018.html)

教育 施策 背景 参考事例
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5.5 事務・手続きなど 名簿、各種手続き書
類、証明書における性
別の記載、区分につい
て見直してほしい。

学校への提出書類や各
種証明書における不要
な性別欄を削除するこ
と、また通称名の使用
を許可することによっ
て性別違和を抱えてい
る児童生徒の精神的苦
痛を大きく和らげるこ
とが可能となる。また
男女混合名簿を含む、
不要な男女分けをなく
すことでも同じく精神
的負担を軽減すること
ができるため検討が求
められる。

那覇市教育委員会
(http://cms.nahaken-
okn.ed.jp/?
action=common_downloa
d_main&upload_id=5571
&fbclid=IwAR2SF0oKm
fJTE7Zqz4wJe3knXjvAi
PzcDqHP-
bbL4UnB-4ao60hTroY11
A0)

5.6 アンケート調査 いじめに関する定期的
なアンケート調査を行
って欲しい。 

LGBT当事者の多くは
セクシュアリティに関
連して、いじめられた
経験を持つ。問題が大
きくなる前に、定期的
ないじめに関する無記
名のアンケート調査を
行うなど、実態を把握
することで問題の早期
発見につとめることが
必要である。

教育 施策 背景 参考事例
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5.7 スクールカウンセ
ラーへのSOGIE研修

スクールカウンセラー
へのSOGIEに関する研
修を必須にしてほし
い。

現在ではスクールカウ
ンセラーを配置し、児
童生徒が相談しやすい
環境が整いつつあるも
のの、全てのカウンセ
ラーがSOGIEの相談に
対して対応可能とは限
らない。むしろ誤った
対応をすれば、せっか
く相談にきた児童生徒
を大きく傷つけてしま
う可能性が高い。社会
の変化と共に悩みも多
様化する中ではSOGIE
を含むあらゆる相談に
対応できる専門スキル
を身につける必要があ
る。

5.8 教育委員会からの
呼びかけ

SOGIEに基づくいじめ
や差別の禁止を宣言す
るよう、教育委員会か
ら各学校に呼びかけて
ほしい。

教育現場の最高機関が
SOGIEに基づくいじめ
や差別に対して厳しい
姿勢を明確にすること
は、当事者の児童生
徒、またその保護者に
とって非常に心強いこ
とである。

宝塚市教育委員会
(http://
www.city.takarazuka.hyo
go.jp/_res/projects/
default_project/_page_/
001/025/339/
kyousyokuinmuketebikis
yo.pdf)

教育 施策 背景 参考事例
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5.9 相談場所の確保 児童生徒や保護者が、
SOGIEに関する悩みを
相談できる場所を確保
し、ポスターとして常
時掲示するなど、周知
に努めてほしい。

悩める児童生徒にとっ
て最も重要なことは、
いつでも悩みを相談で
きる場所が身近に存在
することである。実際
に相談に行くか行かな
いかは本人の判断とし
て、いつでも相談でき
る安心感があることも
大切なため、相談窓口
の存在をしっかりと周
知することも求められ
る。実際相談にきた児
童生徒には、その相談
内容にあったNPOや関
連書籍など適切な情報
を速やかに提供できる
よう準備しておくこと
が大切である。また、
保護者についても児童
生徒と同様に悩みを相
談する場所が必要であ
る。

5.10 トランスジェンダ
ーの児童生徒に配慮し
た制服の見直し 

学校での服装に関し
て、望む制服を選択で
きるようにして欲し
い。また、制服を着る
こと自体が苦痛な子ど
もには、体操服や私服
などの選択肢を示すよ
うにして欲しい。

特にトランスジェンダ
ーの児童生徒は、制服
が原因で不登校になる
ケースがある。法律上
の性別に関わらず、望
む制服が着られるよう
な配慮が必要である。
男子はズボン、女子は
スカートといった固定
観念にとらわれず、生
徒の選択肢を広げるこ
とで、子どもの就学機
会を奪わないよう仕組
みづくりを行って欲し
い。

教育 施策 背景 参考事例
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5.11 トランスジェンダ
ーの児童生徒に配慮し
た通称名使用の許可 

児童生徒の名札、呼び
方について、希望する
名前を使用可能にして
欲しい。また、少なく
とも教職員は、児童生
徒を「ちゃん・君」で
はなく、「さん」呼び
に統一するようにして
欲しい。

名前は大きなアイデン
ティティのひとつであ
るため、自分の望まな
い性を連想させられる
名前で呼ばれることは
精神的苦痛につながる
可能性が非常に高い。
戸籍上の名前の変更前
であっても、通称名の
使用を許可することで
自己肯定感を高める。

教育 施策 背景 参考事例
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６、パートナーシップ制度 
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パートナーシップ 施策 背景 参考事例

6.1 パートナーシップ
制度の導入

法律上の性別が同性ど
うしであるカップルと
いった既存の婚姻制度
を使えない関係につい
て自治体が認証・登
録・宣誓の受付等をす
る制度を導入してほし
い。

法律上の性別が同性ど
うしであるカップルは
婚姻ができず、婚姻し
ているカップルと同じ
ように生活していて
も、その関係が尊重さ
れず、法律上は他人と
して扱われてしまう。
そのため、公営住宅へ
の入居要件が認められ
ない自治体がほとんど
である。また、公営の
医療機関でも民間の医
療機関でも面会や病状
説明を拒まれる、ま
た、民間住宅の入居に
も支障を来たすといっ
た不利益が生じること
がある。ほかには、心
理的な面でも、自分た
ちの関係や存在は社会
から無視されていると
感じ、安心して生活す
ることができないとい
うこともある。自治体
によりその関係と存在
が認められることは、
社会に認められている
との気持ちに繋がり、
同性とパートナーシッ
プを育むものを力づけ
ることになる。また、
市民や事業者への啓発
の意義も大きい。

渋谷区　https://
www.city.shibuya.tokyo.j
p/kusei/shisaku/lgbt/
partnership.html 
世田谷区　http://
www.city.setagaya.lg.jp/
kurashi/101/167/1871/
d00142701.html 
三重県伊賀市　http://
www.city.iga.lg.jp/
0000001114.html 
兵庫県宝塚市　http://
www.city.takarazuka.hyo
go.jp/kyoiku/jinken/
1021192/1022571.html 
那覇市　http://
www.city.naha.okinawa.j
p/kakuka/heiwadanjyo/
osirase/
partnership78.html 
札幌市　http://
www.city.sapporo.jp/
shimin/danjo/lgbt/
seido.html 
福岡市　http://
www.city.fukuoka.lg.jp/
shimin/jinkenkikaku/life/
lgbt/partnership.html 
大阪市　http://
www.city.osaka.lg.jp/
shimin/page/
0000439064.html 
中野区　http://
www.city.tokyo-
nakano.lg.jp/dept/
101500/d026072.html 
群馬県大泉町https://
www.town.oizumi.gunma
.jp/01soshiki/02kikaku/
03kokusai/
1545987186-19.html 
千葉市 
https://www.city.chiba.jp/
shimin/seikatsubunka/
danjo/partnership.html 
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6.2 同性パートナーを
想定した就業規則（行
政職員対象）の見直し

休暇・休業等に関連す
る就業規則の配偶者の
解釈についてパートナ
ーが同性である場合も
事実上の配偶者として
認めてほしい。

配偶者に関連する就業
規則の規定には一般的
に「届出をしないが事
実上婚姻関係と同様の
事情にある者」が含ま
れる。これまで婚姻関
係を前提にした解釈が
なされてきたため、同
性のパートナーはこれ
らの規定から排除さ
れ、介護休暇や同行休
業、育児休業等が取得
できていない。法律上
同性のカップルにおい
ても、パートナーを事
実上の配偶者として処
遇することは、当該職
員の就業環境を安定さ
せることに繋がる。

6.3 同性パートナーを
想定した互助会制度
（行政職員対象）の見
直し

結婚祝い金・慶弔金等
についてパートナーが
同性である場合も事実
上の配偶者として認め
てほしい。

互助会制度において
は、これまで婚姻関係
を前提にした運用がな
されてきた。このた
め、法律上同性のパー
トナーは制度から排除
され、結婚祝い金や慶
弔金等を取得できてい
ない。法律上同性のカ
ップルにおいても、パ
ートナーを事実上の配
偶者として処遇するこ
とは、当該職員の職場
環境を安定させること
に繋がる。

パートナーシップ 施策 背景 参考事例
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6.4 公営住宅を利用可
能とする見直し

旧公営住宅法に由来す
る同居親族要件をなく
し、同性のカップルも
家族として入居できる
ことを周知してほし
い。

公営住宅の入居にあた
っては、旧公営住宅法
に同居親族要件があっ
たため、法律上の性別
が同性どうしであるカ
ップルは入居すること
ができなかった。地方
分権法により公営住宅
の入居要件の設定が各
自治体に任された後
も、多くの自治体で同
居親族要件が残ってい
る。公営住宅へカップ
ルで入居する必要性は
法律上同性のカップル
にもある。法律上異性
のカップルと同様に処
遇すべく、公営住宅条
例等の改正もしくは事
実婚に法律上同性のカ
ップルも含める解釈の
変更または解釈の明示
を行う必要がある。ま
た、それに伴い、入居
可能である旨を広く周
知し、これまで排除さ
れてきた法律上の性別
が同性どうしであるカ
ップルも安心して申込
めるような環境整備が
求められる。

条例改正や条例制定に
より、入居要件を認め
ている自治体　渋谷
区、文京区、世田谷区 

解釈・運用変更によ
り、入居要件を認めて
いる自治体　三重県伊
賀市、兵庫県宝塚市、
那覇市、福岡市、大阪
市

パートナーシップ 施策 背景 参考事例
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6.5 国外で同性結婚し
た人々への対応

国外で婚姻やパートナ
ーシップ登録をしてい
る法律上の性別が同性
どうしであるカップル
も、法律上異性のカッ
プルの場合と同じよう
に待遇してほしい。

現在、世界約40カ国で
同性カップルの結婚や
パートナーシップ登録
が認められている。国
籍は外国籍どうし、日
本国籍者と外国籍者、
日本国籍者同どうしの
いずれの場合もある
が、日本ではいずれの
場合も家族としての待
遇が当然には受けられ
ていない。同性カップ
ルが抱える困難や必要
な支援は異性カップル
と異ならないため、国
外で認められた関係で
あることを根拠に、同
等の処遇が期待され
る。

パートナーシップ 施策 背景 参考事例
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参考事例集
LLAN（NPO法人LGBTとアライのための法律家ネットワーク）は、「２０１９年 LGBT自治
体施策検討会」の委託を受けて、施策集活用にあたって参考となる先行自治体の取組み例の収集
を、主として基礎自治体のウェブサイトおよび電話による聞き取り調査を通じて、行った。

今回施策集活用にあたって参考となると考えられる先行自治体の取組み例を、以下の項目に
沿って、紹介することとした。なお各項目について、対応する施策集番号を記載して、参照の便
宜をはかった。施策集活用にあたってご利用いただければ幸いである。脚注URLリンクについて
は2019年2月14日現在有効であることを確認している。

1. LGBT支援宣言
2. LGBTに関する情報提供

(ア) 一元的情報提供ページ
(イ) LGBT担当部署の設置
(ウ) LGBT担当窓口の設置

3. 基本計画等・条例（パートナーシップ条例以外）
4. LGBT職員への配慮

(ア) 同性カップル向け福利厚生制度の導入
(イ) 施設利用における配慮
(ウ) 採用における配慮

5. 行政手続等
(ア) 行政書類上の性別欄の見直し
(イ) 公営住宅入居
(ウ) 公立病院での手術同意等
(エ) 里親認定
(オ) その他

6. 啓発・理解促進活動
(ア) ハンドブック等解説ツールの作成・配布
(イ) ステッカー・フラッグ等啓発アイテムの作成・配布
(ウ) 市民向け啓発事業
(エ) 職員教育
(オ) 民間企業への発注契約書への差別禁止明記

7. パートナーシップ制度

時間の制約のため、今回収集した基礎自治体の取組み例をすべて紹介することはできなかった
が、今後、該当自治体との確認手続きを経て、広く公開していくことを検討している。

　なお、今回の事例収集にあたっては、LLANのメンバーである以下の団体・個人に大変お世話
になった。心より御礼申し上げたい。

● アンダーソン・毛利・友常法律事務所
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● 長島・大野・常松法律事務所
● 西村あさひ法律事務所
● ホワイト＆ケース法律事務所 ホワイト＆ケース外国法事務弁護士事務所（外国法共同事
業）

● 森・濱田松本法律事務所
● 外国法共同事業法律事務所リンクレーターズ
● 個人協力者（稲場弘樹、岩崎倫子、宇野康枝、高山寧、東由紀、ホークス・マイルス、山本
大輔、JDマルクス）

以上
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１．LGBT支援宣言
参考事例 沖縄県那覇市（レインボーなは宣言）

「人がどのような性を生きるか、また、誰を愛し・愛さないかは、すべ
ての人が幸福に生きるために生まれながらにして持っている権利、すな
わち人権であり、誰もがその多様な生き方を尊重されなければなりませ
ん。那覇市は、市民と協働し、性自認及び性的指向など、性に関するあ
らゆる差別や偏見をなくし、誰もが安心して暮らせる都市をめざして、
ここに『性の多様性を尊重する都市・なは』を宣言します。」
大阪市淀川区（淀川区LGBT支援宣言）
「淀川区では、多様な方々がいきいきと暮らせるまちの実現のため、
LGBT（性的マイノリティ）の方々の人権を尊重します！
そのためには・・・
　LGBTに関する職員人権研修を行います！
　LGBTに関する正しい情報を発信します！
　LGBTの方々の活動に対し支援等を行います！
　LGBTの方々の声（相談）を聴きます！」

その他参考事例 宣言という形態のほか、例えば渋谷区では、区長が東京レインボープラ
イドに先頭に立って参加し、ステージでメッセージを発するなど、支援
の姿勢を明確にしており、また福岡市では、「性的マイノリティに関する
支援方針」を策定し、公表している。

作成上のポイント ● LGBT自治体施策提言集：1.1「自治体としてのLGBTへの配慮や支援
を行うことの宣言」を参照

● 支援宣言を行う主体は、地方自治体、当該地方自治体の首長、かつ
／又は当該地方自治体の議会

● 支援宣言を行う方法は、地方自治体のホームページへの掲載
● 支援宣言の内容は、LGBTの方々の人権の尊重、そのために行う施
策、地方自治体としての目標など
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２．LGBTに関する情報提供
(ア) LGBTに関する一元的情報提供ページ

参考事例 熊本県熊本市
市民協働・男女協同参画というページに「性的マイノリティ（LGBTな
ど）」に関する記事を集約。当該ページには、「LGBTなどの性的マイノ
リティに関する取組について」と題するページのリンクを記載し、LGBT
担当部署、熊本市の取組一覧（取組内容、担当部署とその連絡先、関連リ
ンク）を確認できるよう対応している。
大阪府淀川区
淀川区のホームページに「LGBT支援」専用ページを設け、LGBTに関する
支援内容を集約。内容は、「淀川区LGBT支援宣言」「淀川区LGBT支援事
業特設ホームページ」「レインボー出前講座」「教職員向けLGBTハンド
ブック」「講演会、視察、研修、イベント」「その他」という項目に分
類。

その他参考事例 神奈川県横須賀市
横須賀市のホームページに「性的マイノリティ」の専用ページを設置。当
該ページに、性的マイノリティへの啓発に関する記載、相談窓口の連絡
先、施策の紹介、性的マイノリティの方が活用できる制度等を詳細に記
載。また、個別に過去の施策の紹介や閲覧者からの意見募集に関する項目
を設け、LGBT支援について積極的に進める姿勢を表示。

作成上のポイン
ト

● LGBT自治体施策提言集：該当項目なし
● 情報提供を行う方法としては、地方自治体のホームページに特設のペ
ージを設け、閲覧者がどのページに情報が集約されているかを確認で
きるようにすることが有用。

● 情報提供の内容としては、情報アクセスを容易にするため、LGBT担
当部署、LGBT相談窓口、LGBT関連施策の内容等を項目別に記載する
ことが有用。また、LGBT関連施策によって担当部署が異なる場合、
これを一覧表示することが有用。

● LGBT関連団体のリンクについて、これを一元化した上で掲載するこ
とが有用。

● 横須賀市のホームページのように、閲覧者に意見を求める項目を設
け、また、過去の施策の一覧を記載することで、LGBT支援に向けた
取組みを積極的に進めていこうとする姿勢をアピールすることができ
る。
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(イ) LGBT担当部署の設置

参考事例 福岡県福岡市
福岡市は、ホームページ上の「性的マイノリティ（LGBT）に関すること」
というページの下部、福岡市が発行する「LGBT基礎知識」というリーフ
レットの最終頁に、「問い合わせ先」として、「福岡市市民局人権部人権
推進課」とその連絡先（電話番号、FAX番号、メールアドレス）を掲載し
ている。
三重県伊賀市
伊賀市は、ホームページ上のLGBT関連ページの右上部に、「問い合わせ
先」として、「伊賀市役所人権生活環境部人権政策課」とその連絡先（電
話番号、FAX番号）を掲載。また、伊賀市は「性的マイノリティについ
て」と題するリーフレットに、LGBT関連施策とその担当課を表にしてお
り、最終頁に、性的マイノリティ支援検討プロジェクトチーム名簿とし
て、同チームに所属する職員の名前と当該職員の所属を掲載。

作成上のポイン
ト

● LGBT自治体施策提言集：1.5「LGBT施策に関する庁内役割分担」を
参照

● LGBTに関する一元的情報提供ページや、地方自治体が発行するリー
フレット等に記載することが有用

● 記載内容としては、①担当部署、②電話番号、③FAX番号、④メール
アドレス（もしあれば）等の連絡先を記載し、閲覧者が容易にアクセ
スできる環境を整えることが有用

● LGBT関連施策によって担当部署が異なる場合、当該施策と担当部署
との対応関係が分かるよう、一覧表にすることが有用
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(ウ) LGBT担当窓口の設置

参考事例 福岡県福岡市
LGBT専門電話相談の窓口（相談日時、電話番号）にかかる情報を、①ホ
ームページ上の「性的マイノリティの電話相談」というページに、また
②「弁護士によるLGBT電話相談」のチラシに記載。また、チラシには、
医療に関する問い合わせ、支援事業に関する問い合わせ等、福岡市におけ
る相談事項毎の窓口や福岡市以外の窓口についても一元的にまとめて掲
載。
兵庫県宝塚市
宝塚市は、サイト上に「セクシュアルマイノリティ電話相談」というペー
ジを設け、相談窓口電話番号を記載。特記すべき事項として、セクシャル
マイノリティ電話相談チラシ及びポスターを掲示する施設を募集している
ことが、あげられる。

その他参考事例 北海道札幌市
札幌市は、サイト上に「LGBTなどに関する相談窓口」というページを設
け、「LGBTほっとライン」というLGBT専門電話相談の窓口（相談日時、
電話番号）を記載。また、同じページに、LGBT専用の相談機関ではない
ものの、相談事項毎の窓口（相談日時、電話番号、必要に応じてメールア
ドレス、FAX番号）を一元的にまとめて表示。

作成上のポイン
ト

● LGBT自治体施策提言集：1.18「LGBT等専門相談窓口」を参照
● LGBTに関する一元的情報提供ページや、地方自治体が発行するリー
フレット等に記載することが有用

● 記載内容としては、①相談日時、②電話番号、③FAX番号、④メール
アドレス（もしあれば）等の連絡先を記載し、閲覧者が容易にアクセ
スできる環境を整えることが有用

● LGBTの方の不安を和らげるため、相談先の相談員が相談内容を第三
者に伝えることはないこと、相談内容が外部に漏れないことについて
明記することが望ましい。

● 地方自治体の中で相談事項によって担当窓口が異なる場合、又は、地
方自治体が設置した窓口以外にも相談窓口が存在する場合には、それ
らの情報を一元化して表示することが有用

その他 相談内容に応じて、自治体の取組みやLGBTに関連する活動を行う団体を
紹介できるよう、窓口にLGBT関連の情報を収集し、窓口担当職員の研修
を行うことが望ましい。
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３．基本計画等・条例（パートナーシップ条例以外）
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参考事例 1. 基本計画等
東京都渋谷区
「渋谷区男女平等・多様性社会推進行動計画」において、以下のとおり詳細な事項を定めて
いる。
➢ 性的少数者への支援

✓ 専用電話での性的少数者への相談業務、申請書や事業手法の見直しを図るため
の当事者と区職員の意見交換会の実施、トイレや案内板等の設備を性的少数者
に配慮したものに変更、レインボーリボンの作成・配布など

➢ 多様な性の理解に向けた広報・啓発
✓ 情報周知のためのパンフレット等の配布、区民向け／事業者向け等に対象を定

めた講座や講演会の実施、ＮＰＯ法人などが実施するイベントの後援など
➢ 学校における人権教育に基づく平等教育促進

✓ 多様性に立った学校教材の導入、手引きを用いた対応、スクールカウンセラー
の設置、教職員への「セクシャルマイノリティ」をテーマにした研修など

千葉県千葉市
「ちば男女共同参画基本計画・第4次ハーモニープラン」において、以下のとおり実施しや
すい施策を定めている。
➢ 学校現場においてより適切な支援を実施するため、管理職を中心として教職員向けに

LGBT理解促進のための研修を実施する（指導課）。
➢ 公的証明書類における性別記載の廃止や記載の有無を選択できるよう取り組む（男女

共同参画課）。

2. 条例（同性パートナーシップについては後掲）
東京都渋谷区
「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」を制定し、性的少数者につい
て具体的に言及した条項を設けているほか、区民の努力義務・事業者の遵守義務等も定めて
いる。
➢ 「区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持されるように、性的少数者の人権を尊

重する社会を推進する。
一　性的少数者に対する社会的な偏見及び差別をなくし、性的少数者が、個人として尊

重されること。
二　性的少数者が、社会的偏見及び差別意識にとらわれることなく、その個性と能力

を十分に発揮し、自らの意思と責任により多様な生き方を選択できること。
三　学校教育、生涯学習その他の教育の場において、性的少数者に対する理解を深め、

当事者に対する具体的な対応を行うなどの取組がされること。
四　国際社会及び国内における性的少数者に対する理解を深めるための取組を積極的

に理解し、推進すること。」（第4条）
➢ 「区民は、男女平等と多様性を尊重する社会について理解を深め、社会のあらゆる分

野の活動において、これを実現するよう努めるものとする。」（第6条第1項）
➢ 「事業者は、男女平等と多様性を尊重する社会を推進するため、採用、待遇、昇進、

賃金等における就業条件の整備において、この条例の趣旨を遵守しなければならな
い。」（第7条第2項）

➢ 「区は、男女平等と多様性を尊重する社会の推進について、顕著な功績を上げた個人
又は事業者を顕彰することができる。」（第13条）

東京都国立市
「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」において、差別禁止に加え、
アウティングの禁止についても明確に定めている。
➢ 「何人も、ドメスティック・バイオレンス等、セクシュアル・ハラスメント、性的指

向、性自認等を含む性別を起因とする差別その他性別に起因するいかなる人権侵害も
行ってはならない。」（第8条第1項）

➢ 「何人も、性的指向、性自認等の公表に関して、いかなる場合も、強制し、若しくは
禁止し、又は本人の意に反して公にしてはならない。」（第8条第2項）
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その他参考事例 東京都台東区
● 「東京都台東区男女平等推進基本条例」では、「男女」を「年齢にか
かわらず、すべての生物学的又は心理的性別（性自認及び性的指向を
含む。）の者をいう。」と、性的少数者の存在を前提とした内容とな
っている。

東京都国立市
● 「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」（前
出）への賛同団体を公表し、また、ステッカーを配布する等の啓蒙活
動により、条例内容の浸透を図っている。

作成上のポイン
ト

● LGBT自治体施策提言集：1.2「性的指向、性自認、ジェンダー表現を
理由とした差別の解消を目的とした条例の策定」及び1.3「ＬＧＢＴ
に関する基本計画の策定」を参照。

● 基本計画等においては、行政内部の責任の所在や住民からの相談や問
合わせの際の窓口が明らかとなるよう、各項目ごとに主管課を明示す
ることが望ましい。

● 性的指向、性自認等の用語を、初めて知る人でも分かるように条文中
で定義付けることが望ましい。

● 条例においては、区及び公共的団体等の責務／区民の責務／事業者の
責務をそれぞれ別の条項で規定する等、各立場の遵守事項が明確とな
ることが望ましい。

● 条例や基本計画等の作成後、その内容をどのように周知、実現してい
くかまで踏まえて作成することが望ましい。基本計画等については、
具体的な実現目標等を設定することも一考に値する（例えば、「渋谷
区男女平等・多様性社会推進行動計画」においては、啓発講座への参
加率などの数値目標を定めている）。

その他 ● 条例や行動計画を策定する際には、その名称や位置づけも重要。性的
少数者を特別に扱うことは避けるべきであり、例えば、「ＬＧＢＴ条
例」等の名称で新規に策定するよりも、「多様性に関する条例」等の
名称で策定する、既存の男女平等に関する条例に加筆する形で策定す
る等の方法がより望ましい。新たに性的少数者のための条例や基本計
画等を作成・追加することと同程度に、既存の条例が性的少数者の存
在を想定しているかといった観点から見直すことも重要。

● 渋谷区の条例では、事業主に対し、就業条件の整備について遵守義務
を課しているが、性的少数者が職場で被害を受ける可能性があるの
は、差別的な取扱いだけではなくハラスメントも含まれることからす
れば、職場環境の整備についても言及することが望ましい。
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４．LGBT職員への配慮
(ア) 同性カップル向け福利厚生制度の導入

 参考事例 千葉県千葉市
同性パートナーを有する職員に対して、事実婚パートナーを有する職員と
同様の休暇制度（パートナー休暇、短期介護休暇及び長期介護休暇並びに
介護時間）を置いているほか、千葉市職員互助会が給付を行っている「祝
金」（５万円）の対象者についても、事実婚と同様に同性パートナーを有
する職員を含めている。上記休暇制度の申請にあたっては、以下の書類を
所属長へ提出することとしている。
● 公正証書（任意後見契約に関するもののほか、パートナー間の義務等
の設定状況を確認）

● 住民票の写し（パートナーとの同居を確認）
● 戸籍個人事項証明書（非婚を確認）
岐阜県関市
関市職員互助会規約を改正し、同性パートナーがいる職員に対して、婚姻
関係がある職員と同様に、結婚等祝い金や弔慰金の給付を受けられるよう
にしている。

作成上のポイン
ト

● LGBT自治体施策提言集：1.12「同性パートナーがいる職員への人事
規則における対応」、1.13「同性パートナーがいる職員への職員互助
会における対応」及び6.2「同性パートナーを想定した就業規則（行政
職員対象）の見直し」、6.3「同性パートナーを想定した互助会制度
（行政職員対象）の見直し」参照。

● 同性パートナーを有する職員への福利厚生制度を置いている自治体に
は、現時点で同性パートナーシップ制度を制定していない自治体も含
まれる。同性パートナーシップ制度の有無にかかわらず、より多くの
職員の理解が得られるよう、給付のあり方については他の自治体の状
況等も参考にしながら、また、各種休暇制度については、人事担当部
門において根拠法令との整合性を踏まえながら検討することが望まれ
るとの指摘もある。
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(イ) 施設利用における配慮

参考事例 東京都文京区 
「文京区職員・教職員のための性自認及び性的指向に関する対応指針」に
おいて、性自認に困難を持つ職員等が、戸籍上の性別以外の施設（トイレ
や更衣室）の使用を希望する申し出があった場合、他の利用者への配慮と
の均衡を視野に入れながら必要な調整や話し合いを行うこと、宿泊を伴う
出張は、部屋割りや入浴時間をずらす等の配慮をすること、職員のマイナ
ンバーの取得に際して、「性別記載のない住民票」など代替手段を用意す
ること等を明記。

作成上のポイン
ト

● LGBT自治体施策提言集：1.11「トランスジェンダーの職員への対
応」、1.15「職員用トイレや更衣室についてのトランスジェンダーへ
の配慮」を参照。

● 現状、多くの自治体が、公共施設において性別の区別のない「誰でも
トイレ」等の施設をおいている。これらの施設は有用であるが、その
利用のみを強制し、その利用者の性自認に合った施設を利用させない
こととするのは、当事者にとっては配慮を欠いた対応となり得るので
留意が必要である。
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(ウ) 採用における配慮

参考事例 東京都豊島区
「多様な性自認・性的指向に関する対応指針」において、職員等を採用す
る際、本人の性自認や性的指向、戸籍上の性別と一致しない容姿、服装、
言動などを理由として不採用としないこと、採用選考時の申込書等の性別
記載欄は削除すること、採用面接を行う際は、希望者の性自認や性的指向
について差別的な言動を取らないようにすることを明記。 
また、在職中においても、本人の性自認や性的指向を理由として職務内
容、異動、昇任に制限や不利益が生じないようにすることを明記している
ほか、トランスジェンダーの職員への配慮についても規定。

その他参考事例 大阪府大阪市
採用試験の案内において、LGBTなどの性的少数者に配慮した取組みによ
り、受験申込時の性別記入欄を廃止したことを明記。

作成上のポイン
ト

● LGBT自治体施策提言集：1.9「採用におけるLGBTへの配慮」を参
照。

● 先進的な取組みとしては、性的マイノリティに関する包括的な対応指
針等を定め、その中で職員の採用においてLGBTであることを理由に
不利に扱われないようにすること等を明記した事例がある（例：東京
都豊島区、東京都文京区、千葉県千葉市、熊本県熊本市等）。

● より導入しやすいと思われる取組みとして、下記５(ア)「行政書類上
の性別欄の見直し」のとおり、採用関係の提出書類から性別記載欄を
廃止するといった対応を行っている自治体もある。
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５．行政手続等
(ア) 行政書類上の性別欄の見直し

参考事例 東京都豊島区
多様な性自認・性的指向にかかる対応指針（平成30年2月）を作成し、その中
で以下の点を明記している。
区が裁量権をもつ区民にかかわる書類等の性別については、合理的必要性を十
分検討し、必要のない性別欄は削除する。なお、性別欄の有無について合理的
必要性を判断する際には、以下の視点をもって行うこととする。
〇男女のニーズの違いを明確にし、政策に反映させる必要があるか。
〇統計上、性別を知る必要があるか。
〇本人確認の要件として、性別も必要か。

性別欄を設ける場合は、可能な限りその必要性について記載することや、性別
を選択する形式ではなく、自認する性を記入する形式にする等、書類の目的に
応じた配慮を行う。
【記載例1】
性別　①男　②女　③（　）※自認する性を記載して下さい。
【記載例2】
性別（　　）※自認する性を記載してください。また、上記対応指針にて、区役所
の各種窓口や区民専門相談サービスの職員等に対し、「見た目の性別と戸籍上
の性別が異なっている当事者の場合、必要な手続きのために自分の性別等につ
いて一から説明することは大きな精神的負担となるため、本人確認は必要最小
限にとどめるのが望ましい」と明記。

その他参考事
例

熊本県熊本市
国民健康保険証等の氏名・性別表記について、性同一性障害の方への配慮も行
っていることをウェブサイトで公表している。これは、平成24年9月21日付厚
生労働省の事務連絡「国民健康保険被保険者証の性別表記について（回答）」
中の回答（被保険者から被保険者証の表面に戸籍上の性別を記載してほしくな
い旨の申し出があり、やむを得ない理由があると保険者が判断した場合は、裏
面を含む被保険者証全体として、戸籍上の性別が保険医療機関等で容易に確認
できるよう配慮すれば、保険者の判断によって、被保険者証における性別の表
記方法を工夫しても差し支えなく、例えば、被保険者証の表面の性別欄は「裏
面参照」と記載し、裏面の備考欄に「戸籍上の性別は男（又は女）と記載する
こと等が考えられる」に基づくものであるが、ウェブサイトで公表している点
は意味があると思われる。
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作成上のポイ
ント

● LGBT自治体施策提言集：1.4「行政書類上の性別欄の見直し」を参照。
● 行政書類上の性別欄の見直しについては、既に全国各地の多数の自治体が
実施しており、申請書、申込書、アンケート等の書類について、順次、性
別記載欄の削除その他見直しが行われている。

● 見直しにあたっては、法令等に根拠があるか（法令等より様式が定められ
ている等）、合理的な必要性があるか、大規模なシステム改修等を要しな
いかが検討されることが多いようである。合理的な必要性という観点で
は、東京都豊島区が公表している判断基準が一つの参考になると思われ
る。また、性別欄の記載が必要な場合でも、性別を選択する形式ではな
く、自認する性を記入する形式にする等の配慮が望ましく、その点でも、
東京都豊島区が公表している記載例は参考になると思われる。

● 管理する文書の一斉見直し時に不要な性別記載欄を廃止したうえ、その後
も再度見直しを行っている自治体もあり、継続して見直しを行うことは有
用であると思われる。

５．その他 性別記載については、行政書類に限らず、学校が扱う児童・生徒に関する書類
（提出書類、学生書、各種証明書等）についても同様の見直しを行うことが望
まれ、男女混合名簿を作成している学校も増えているといわれている。例え
ば、那覇市教育委員会が作成した「学校におけるLGBTへの配慮に関する指
針」（LGBT自治体施策提言集：5.5「事務・手続きなど」を参照）。
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(イ) 公営住宅入居

参考事例 大阪府大阪市
大阪市パートナーシップ宣誓書受領証を受けた人を、市営住宅の入居資
格・同居承認資格の対象とする。市営住宅の入居資格については、大阪
市営住宅条例において同居者は親族であることが必要であると規定して
いるところ、大阪市パートナーシップ宣誓書受領証を受けた人について
は、同条例に規定する「考慮すべき特別の事由があると市長が認める場
合」に該当するものとして扱うこととしている。 
東京都文京区 
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者に該当
することを区長が承認した場合、二人世帯用の区営住宅等の入居資格を
承認。区営住宅等の使用者資格については、文京区営住宅条例等に基づ
き、同居者は親族であることが必要とされていたが、同条例等を改正
し、同性カップルにも使用者資格を認めた。なお文京区には現在同性パ
ートナーシップ制度が存在しない中以上の配慮を既に行っている。

その他参考事例 岩手県盛岡市では、平成２４年4月1日付で同居親族要件を廃止するため
の条例を制定。

作成上のポイント ● LGBT自治体施策提言集：6.4「公営住宅を利用可能とする見直し」
を参照。

● 6.4「公営住宅を利用可能とする見直し」にあるとおり、現状、公営
住宅の入居資格として、同居親族であることが要件とされているの
が一般的である。

● 現時点で同性カップルに対して公営住宅入居を認めている自治体の
多くは、同性パートナーシップ制度を制定しており、かかる制度に
より証明や宣誓を行った同性カップルを対象としている（例：大阪
府大阪市、東京都渋谷区、東京都世田谷区、兵庫県宝塚市、三重県
伊賀市、福岡県福岡市、沖縄県沖縄市）が、東京都文京区のよう
に、同性パートナーシップ制度を制定していないが、同性カップルに
門戸を開いている例もある。また、岩手県盛岡市では、同居親族要
件そのものを条例で撤廃。

● 同性カップルに入居資格を認める具体的な方策として、公営住宅条
例等を改正したり（例：東京都世田谷区、東京都文京区）、公営住
宅条例等の解釈の変更あるいは解釈の明示を行ったりする例が見ら
れる。このほか、条例（渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会
を推進する条例）によって同性パートナーシップ証明制度を制定し
ている渋谷区においては、同条例において、渋谷区営住宅条例等の
規定の適用に当たって同条例の趣旨を尊重すべきことが定められて
いる（第16条参照）。

  LGBT自治体施策提言集



  2019年2月

(ウ) 公立病院での手術同意等

(エ) 里親認定

参考事例 神奈川県横須賀市
市立病院では、同性パートナーの手術同意書への署名について、親族と同
様の対応を行っている。また、救急搬送時に患者の同性パートナーから情
報提供の依頼があった場合についても対応方法をHPで公表している。 
熊本県熊本市 
市民病院の面会・手術同意などにおいて、同性パートナーについて親族同
様に取り扱っている。

作成上のポイン
ト

● LGBT自治体施策提言集：3.3「医療とターミナルケアにおける理解」
を参照。

● 公立病院での手術同意等に関して、同性パートナーが手術同意書に署
名すること等を公表している事例は、現時点では限定的である。

● 公立病院での手術同意等において同性パートナーを親族と同様に取り
扱っている事例には、三重県伊賀市のように同性パートナーシップ制
度を制定している自治体もあるが、神奈川県横須賀市や熊本県熊本市
のように、同性パートナーシップ制度の制定以前から同様の取り扱い
をしている先進的な取り組みも見られる。

参考事例 神奈川県横須賀市
同性カップルにも以下のとおり里親の資格要件があることを明記。
「養育里親の場合、単身者や同性カップルであるということで里親にな
れないという事はありません。」

熊本県熊本市
里親認定基準において、同性カップルでも認定を受けることが可能。熊
本市のホームページ中「LGBTなどの性的マイノリティに関する取組」
の「里親制度」に「里親認定基準において、同性カップルでも認定を受
けることが可能です。」との記載がある。

その他参考事例 実際に大阪府大阪市で同性カップルを養育里親と認定した事例あり（平成
29年4月、毎日新聞の記事「男性カップルを大阪市が全国初認定」）。

実施上のポイン
ト

養育里親は児童福祉法に基づき、原則として１８歳未満の児童を一定期間
育てる制度であり、国の基準に沿って都道府県や政令指定都市などが管轄
するが、法律上も、所管する厚生労働省の里親のガイドライン上も、同性
カップルに関する制限はない。現在では、管轄する自治体のすべてで同性
カップルも里親になれることになったが、この点をウェブサイトで明記す
ることには啓蒙の点から一定の意味がある。
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(オ) その他

参考事例 熊本県熊本市
上記の他、以下の各行政手続き上の取り扱いを認めており、ウェブサイト
において公表している。
● 性同一性障害を有する方が戸籍の変更を行なった場合、マイナンバー
カードの再発行が可能。

● 同性パートナーであっても、「同一の住居に居住し、生計を一にして
いる者」であれば、原則として同一世帯として生活保護の認定を受け
ることが可能。

● 救急車搬送時において、親族等と同様の取り扱い（救急車への同乗や
病状説明の情報提供等）をおこなっており、同性パートナーであるこ
とを理由とした制限はない。

● 同性パートナー等の死亡時の火葬手続きにおいて、親族と同様の対応
を行っている。

● 平成30年度熊本市地域防災計画（共通編 217ページ）において、避難
所等における性的マイノリティの方も含めた要配慮避難者への対応方
針等について記載。

その他参考事例 東京都千代田区の防災計画においても「女性のみならず、性的マイノリテ
ィ等多様性の視点にも配慮していく」として「避難所における避難所運営
協議会の任務」のひとつに多様性の視点に配慮した避難所運営を明記。

実施上のポイン
ト

● 防災計画については、LGBT自治体施策提言集：2.9「防災計画」等を
参照。
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６．啓発・理解促進活動
(ア) ハンドブック等解説ツールの作成・配布

参考事例 大阪府大阪市
「多様な性のあり方を理解し認め合うためのガイドブック～誰もが自
分らしく生きることのできる社会をめざして～ver.1.0」を発行し、
LGBTについての基礎知識のほか、LGBT当事者が直面している課題を
取り上げ、主に企業に向けて課題の解決に向けた取組として考えられ
る内容を紹介。

熊本県熊本市
市民向けに「LGBTなどの性的マイノリティ啓発リーフレット～多様性
を認め合い、誰もが、自分らしく～」を作成し、セクシュアリティに
ついての基礎知識・LGBT当事者が直面している困難等を簡潔に解
説。

その他参考事例 解説ツールは、成人を対象としたもののほか、岐阜県関市が市内の中学
生・高校生向けに作成・配布した「イチから学ぼうLGBT」のように、セ
クシュアリティを最初に意識することの多い思春期の児童・生徒を対象と
したものを作成している自治体もある。また、ツールは紙媒体に限られ
ず、福岡県北九州市が制作し、公開している人権啓発映画「光射す空へ」
のように動画の形式で作成されたものや、東京都文京区が作成・配布して
いるカード形式のものもある。

作成上のポイン
ト

● LGBT自治体施策提言集：1.9「採用におけるLGBTへの配慮」、
2.1「採用や職場環境に関する事業者への啓発」を参照。

● 解説ツールにLGBT当事者の相談窓口についての案内を併せて掲載し
たり、自前のツールの作成に代えて民間団体や他の自治体が発行する
パンフレット等を窓口に設置したりする自治体も多い。

● 解説ツールには、事業者がLGBT当事者の課題解決に取り組む際のチ
ェックリストを掲載する等、単なる解説に留まらず、知識を得た市民
や企業が実際にLGBT支援に向けた取組を行う際の実用性を考えた工
夫が施されている。また、市民が手に取りやすいよう、ビジュアルを
豊富に用いた簡潔なリーフレットを作成している自治体も多い。
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(イ) ステッカー・フラッグ等啓発アイテムの作成・配布

参考事例 東京都国立市
「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」ステッカー
を作成し、同条例に賛同する団体に対して交付するとともに、交付を受け
た団体をHPで公表。
大阪市淀川区
性的少数者への支援活動のためのふるさと寄付金を活用し、「Diversity 
Ally」ステッカーを作成。HP上に掲載するとともに、出前講座やコミュニ
ティースペースで配布。

その他参考事例 啓発アイテムとしては、市民に交付するもののほか、静岡県富士市が作成
し、庁舎等に設置しているレインボーフラッグ等、自治体自身が使用する
ものもある。

作成上のポイン
ト

● 自治体が主体となり、啓発アイテムを作成、配布することにより、
LGBTを支援する姿勢が明確になる。

● 自治体内の複数の個人・団体が啓発アイテムを身につけることによ
り、自治体全体でLGBTを支援する雰囲気が生まれる。

● 賛同団体を公表する等、インセンティブを付与することでステッカー
やフラッグの利用を促し、LGBT支援に取り組む個人・団体の裾野を
広げることができる。
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(ウ) 市民向け啓発事業

参考事例 兵庫県尼崎市
毎年、セクシュアリティに関する市民向け講座を開催。例えば、平成29年
度第3回は「LGBTを知ろう！」というテーマでLGBT当事者を講師に招き、
LGBTに関する基本的な知識を学ぶ講座を開催。
大阪府和泉市
平成30年10月に、トランスジェンダーであることを公表している著名タレン
トを招いて、「一人ひとりの個性があって、えぇねんで！」と題する性的マ
イノリティの人権問題啓発講演を開催。

その他参考事例 市民向け啓発事業の中には、自治体が主催する講義形式のもののほか、
LGBTを題材とした映画やビデオの上映会を実施したり（群馬県高崎市）、
LGBTに関連する研修の開催を希望する企業等に自治体の費用負担で講師を
派遣したりするものもある（熊本県熊本市）。また、東京都港区が開催した
「もし、カミングアウトを受けたら～LGBT当事者によりそう理解のカタ
チ」や、同世田谷区が開催した「セクシュアルマイノリティ支援者養成研
修」講座等、LGBT当事者以外が当事者と関わる際の対応をテーマとして開
催された講座もある。さらに、大阪府富田林市等、児童・生徒を対象とした
講座を開催している自治体もある。

実施上のポイン
ト

● LGBT自治体施策提言集：2.1「採用や職場環境に関する事業者への啓
発」、2.3「医師会に対する要請及び啓発」、2.4「不動産関係団体に対
する要請及び啓発」、5.1「教職員へのSOGIE研修」、5.2「児童生徒へ
のSOGIEに関する人権教育」等を参照。

● 講座・研修の中には、個人に限らず、企業を対象としたもの（広島県広
島市）等もあり、LGBT当事者やNPO法人メンバー等を講師として、
LGBTに関する基本的な知識を学ぶ内容とするもののほか、LGBT当事
者の生の声を通して、受講者がLGBT支援のために何が必要なのかを知
ることができるよう工夫されたものが多く見られる。
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(エ) 職員教育

参考事例 大阪府大阪市
課長級以上の全職員に対してLGBTに関する人権研修を実施、職員の
LGBTに対する認知度を調査し、その結果を公表。また、窓口対応を行う
市職員向けに「LGBT等の性的少数者に配慮した行政窓口での対応手引
き」を作成。
千葉県千葉市
市職員によるLGBT当事者に対する適切な対応を可能にするため、「平成
30年3月千葉市LGBTを知りサポートするためのガイドライン～誰もが自
分らしく生きることを認め合う社会へ～」を作成。医療機関や民間企業
が参考にすることも想定。
大阪府富田林市
全小中学校において、全教職員を対象として、性的マイノリティの当事者
である児童・生徒の支援に関する校内研修を実施しているほか、性的マイ
ノリティの当事者である児童・生徒が現に在籍し又は在籍予定である学
校では、当該児童・生徒への支援に関する校内教職員研修を実施。

その他参考事例 職員教育は、研修形式で実施されるもののほか、岡山県岡山市が市職員
向けに作成した「岡山市の職員が知っておきたい性的マイノリティ
（LGBT）の基礎知識」や、埼玉県越谷市が教職員向けに作成した「性別
の不一致に悩む児童生徒への対応マニュアル」のように、教材の作成・
配布といった形式で行われているものもある。

実施上のポイント ● LGBT自治体施策提言集：1.7「自治体職員を対象としたSOGIE、
LGBTに関する研修」を参照。

● 研修やeラーニングを活用した教育のほか、具体的な窓口対応を想定
した手引きを作成する自治体が複数みられる。また、研修を受けた
職員にバッジやステッカーを配布する等の取組により、自治体が
LGBT当事者である職員にとって過ごしやすい職場となるだけでな
く、当事者にとっても相談しやすい場所になることが期待される。
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(オ) 民間企業への発注契約書への差別禁止明記

参考事例 東京都渋谷区
一般契約のひな型に性的少数者であること（性自認、性的指向、性表現等）に
起因する差別を禁止する条項を記載。
東京都文京区
事業者と交わす契約書類に「性別に起因する」差別禁止を明記。

作成上のポ
イント

● LGBT自治体施策提言集：1.8「購買先、業務委託先の差別的取り扱いの防
止」、2.2「受託事業者に対する啓発及び契約書への差別禁止の明記」を参
照。

● 契約約款の中に文言を追記することで、自治体として、セクシュアリティを
理由とする差別を認めない姿勢を明確にすることが可能。またあわせて差
別解消の実効性を担保するための措置（協議、契約解除、契約更新拒否な
ど）について検討することが望まれる。
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７．パートナーシップ制度
参考事例 東京都渋谷区（渋谷区パートナーシップ証明書）

1) パートナーシップ制度の概要
渋谷区は、パートナーシップ証明制度を『法律上の婚姻とは異なるもの
として、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の性
別が同じ二者間の社会生活における関係を『パートナーシップ』と定義
し、一定の条件を満たした場合にパートナーの関係であることを証明す
るもの」と位置づけている。同性間のカップルのみならず、婚姻にとらわ
れない多様なパートナーシップ関係を望む人々に適用される。
2) 制度の根拠
渋谷区のパートナーシップ証明制度の根拠は、要綱（行政の内部マニュ
アル）ではなく、平成27年4月1日に施行された「男女平等及び多様性を
尊重する社会を推進する条例」に基づく。
3) 証明書所得の要件
1. 渋谷区に居住し、かつ、住民登録があること
2. 20歳以上であること
3. 配偶者がいないこと及び相手方当事者以外のパートナーがいないこと
4. 近親者でないこと
4) 証明にあたっての確認事項
証明書の交付申請の際には、原則として、以下の二つの公正証書を確
認・審査する。
1. 任意後見契約に係る公正証書
証明の対象となる二人が、相互に任意後見受任者とする任意後見契約
に係る公正証書を作成し、登記していることを確認。

2. 合意契約に係る公正証書
①二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること、②二人が同居
し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及び共同生活に必
要な費用を分担する義務を負うこと。

5) 証明書取得の効果
公的カップルとして認められることで、緊急時の病院での面会や、パート
ナー同士での賃貸住宅への入居が容易になるという事実上の効果が期待
される。また、近年においては、携帯電話の家族割や航空会社のマイレ
ージ共有等、民間サービスの対象となる場合もある。

その他参考事例 沖縄県那覇市（那覇市パートナーシップ登録証明書）
申請要件である「互いを人生のパートナーとし、継続的に共同生活をし
ている、又はそうしようと約束していること」の確認の際、公正証書の
提出は必要なく、簡単なヒアリングで確認が行われる。また、申請費用
が無料である。
北海道札幌市（札幌市パートナーシップ宣誓制度）
提出資料は必要であるが、「宣誓」という制度を取るため、申請時に当
事者の真摯な関係性の確認・審査が要求されない点で、婚姻届と近似し
た制度を有する。
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以上

作成上のポイント LGBT自治体施策提言集：６.１「パートナーシップ制度」を参照。検討
上のポイントとしては以下の各点があげられる。
• 条例か要綱か：2019年2月11日現在東京都渋谷区を除きすべて要綱方
式。

• 制度趣旨：人権の尊重、個人の尊厳の尊重、多様性の尊重、偏見・差
別の解消、自分らしく暮らせる地域社会など各自治体において工夫が
みられる。

• パートナーの定義：継続的な共同生活（経済的、物理的、精神的な相
互協力）

• 申請の実質的要件：成年であること、他にパートナーがいないこと、
近親婚でないことなどを実質的要件とすることが多い。当該市町村に
住所を有するか転入を予定していること。戸籍上の性が同一であるこ
とを要件とするか否かは市町村によって取扱いが分かれる。なお
2019年1月29日にパートナーシップ宣誓制度を施行した千葉市は宣誓
を行うことができるパートナーをLGBT（性的少数者）に限定せず事
実婚の異性カップルなども宣誓の対象としている。

• 申請の形式的要件：本人確認書類のほか、住民票、戸籍（独身証明
書）などどこまでを申請のために必要とするかは、申請手続きの時間
的・費用的負担も考えて、工夫の余地がある。

• 申請の効果：公営住宅のパートナー同士での入居を可能にする、市営
病院での緊急時の面会を可能にする等の効果の明確化を検討すること
が望まれる。
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